
問い合わせ＝納税課納税管理担当（☎内線 237 ～ 240）

納期限までに、市税を納付するステップ

２

納期限 固定資産税
都市計画税

市民税
県民税

森林環境税

国民健康
保険税

５月 31 日（金） 第 1 期 ‐ ‐
7 月 １日（月） ‐ 第 1 期 ‐
７月 31 日（水） 第 2 期 ‐ 第 1 期
９月 ２日（月） ‐ 第 2 期 第 2 期
９月 30 日（月） 第 3 期 ‐ 第 3 期

10 月 31 日（木） ‐ 第 3 期 第 4 期
12 月 ２日（月） ‐ ‐ 第 5 期
12 月 25 日（水） 第 4 期 ‐ 第 6 期
令和７年
１月 31 日（金） ‐ 第 4 期 第 7 期
２月 28 日（金） ‐ ‐ 第 8 期

ステップ

１
納税通知書が届いたら、
納期限を確認

　納税通知書は、次の月の中旬までに郵送します。
　　５月…固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）
　　６月…市民税・県民税・森林環境税
　　７月…国民健康保険税
　税目ごとに納期限が決められていますので、納税通知
書の内容と納期限を確認してください（右表参照）。
　軽自動車税（種別割）の納期限は、５月 31 日（金）です。

市指定金融機関
パソコン
または

携帯電話

ATM
（ペイジー

対応型）

足利銀行、群馬銀行、東和銀
行、三井住友銀行、横浜銀行、
ゆうちょ銀行、新田みどり農
業協同組合

〇 〇

桐生信用金庫、しののめ信用
金庫、中央労働金庫 〇 ‐

納付場所＝納税課（市役所１階）、新里・黒保根支所、
境野・広沢・梅田・相⽣・川内・菱公民館、金融機関、
コンビニエンスストア
※利用できる金融機関やコンビニエンスストアな
どは、納税通知書に同封の納付書裏面に記載され
ています。

▶直接窓口などで納付▶直接窓口などで納付 ▶口座振替で納付▶口座振替で納付
　納期ごとに各種窓口へ出向く手間がなくなり、
納め忘れがありません。
申し込み＝市内の金融機関、納税課（市役所１階）、
新里・黒保根支所、境野・広沢・梅田・相⽣・川内・
菱公民館へ。
申し込みに必要なもの＝口座番号の分かるもの（預
貯金通帳やキャッシュカードなど）、届出印

▶ペイジーで納付▶ペイジーで納付
　納付をパソコンや携帯電話、ＡＴＭ（現金自動
預け払い機）から行えるサービスです。
　ご利用には、下記の市指定金融機関で申し込み
の手続きが必要です。ただし、ＡＴＭでの納付は、
その手続きも必要ありません。

▶スマートフォンアプリで納付▶スマートフォンアプリで納付
　納付書に印字されたバーコードを専用アプリで
読み取ることで、納付できます。
対応アプリ＝モバイルレジ（クレジットカード、
ネットバンキング）、P

ペ イ ペ イ
ayPay、L

ラ イ ン
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ペ イ
ay、ｄ払い、

au P
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AY、Ｊ ‐ C
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市税納付のご案内令和６年度 市税納付のご案内

▶地方税統一ＱＲコードで納付▶地方税統一ＱＲコードで納付
（（ｅｅ

エ ルエ ル
ＬＬ‐QR）‐QR）

　地⽅税統一ＱＲコード対応金融機関での納付や

「地⽅税お支払いサイト」で納付ができます。詳し

くは市ホームページをご確認ください。※ QR コー

ドは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
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固定資産税・都市計画税
納税通知書の確認を

お気軽にご相談ください

　納税通知書や課税明細書に
記載されている、所有者名、
土地・家屋の利用状況などを
確認してください。
　記載内容の変更や家屋の取
り壊しなどがある場合は、税
務課（市役所１階）にご連絡
ください。
問い合わせ＝税務課資産税担
当（☎内線 230 ～ 233）

軽自動車税（種別割）
減免申請

　身体などに障がいのある人のために使う
軽自動車などの税は、障がいの程度により
減免される場合があります。
申請期限＝５月 31 日（金）
申請場所＝税務課（市役所１階）、新里・黒
保根支所市民⽣活課
申請に必要なもの＝車検証、障害者手帳、
自立支援医療受給者証（精神通院）、運転免
許証、納税通知書、マイナンバーカードか
番号確認書類（個人番号通知カードと本人
確認書類など）
問い合わせ＝税務課諸税担当（☎内線 224）

　賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担
を緩和するため、令和６年度分市民税・県民税の定
額減税が実施されることになりました。
対象＝令和６年度の個人市民税・県民税にかかる合
計所得金額が1,805万円以下の人
減税額＝納税者本人と扶養家族（国外居住者を除
く）１人につき１万円
▶実施方法
　給与から特別徴収されている人は、減税後の税額

を７月から令和７年５月までの11回に分けて徴収し
ます。公的年金から特別徴収されている人は、10月
１日以後、最初に支払いを受ける公的年金から順次
減税します。納付書または口座振替により納付して
いる人は、第１期分（７月１日納期）から順次減税
します。詳細は市ホームページをご覧ください。
　なお、減税額が課税額を上回ると見込まれる人に
は、調整給付金が支給されます。調整給付金の支給
については、詳細が決まり次第、お知らせします。
問い合わせ＝税務課市民税担当（☎内線226～
228）

自動車税納付を
お忘れなく

　自動車税（種別割・県税）
は、5 月 31 日（金）まで、
納税課（市役所１階）、新
里・黒保根支所、境野・
広沢・梅田・相⽣・川内・
菱公民館でも納付できま
す。
問い合わせ＝桐⽣行政県税
事務所（☎ 53 ‐ 2113）、
群馬県自動車税事務所（☎
027 ‐ 263 ‐ 4343）

定額減税定額減税
令和６年度令和６年度

個人市民税・県民税の個人市民税・県民税の

　やむを得ない事情で納期限内に納付することが困
難な場合には、申請することで、一定期間内におい
て、分割して納付できる制度があります。早めにご
相談ください。
問い合わせ＝納税課納税担当（☎内線 237 ～ 240）キノピー

５月は滞納整理強化月間です
　滞納整理強化月間では、令和５年度
課税分の市税滞納者に対する催告や差
し押さえの強化を図ります。
　納付を済ませていない人は、早急に
納付してください。

11. 住み続けられるまちづくりを

16. 平和と公正をすべての人に

17. パートナーシップで目標を達成しよう

固定資産税・都市計画税…第１期
軽自動車税（種別割）
５月31日（金）が納期限です

納め忘れのない口座振替の利用を推奨し
ています。利用者は、預貯金残高のご確
認をお願いします。

今月の納税

7 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）




